
 

「定款の施行に関する規則」の一部改正について 

                   日証協 平成 24 年 10 月 10 日          

 

今般、(1)本協会に届出又は報告するためのシステムの利用環境整備の義務化を図る

ため、及び、(2)反社会的勢力の定義の変更を行うため、「定款の施行に関する規則」の

一部改正を行った。 

 

本規則改正は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。 

本規則改正の趣旨・骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。 
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「定款の施行に関する規則」の一部改正について 

 

平成 24 年 10 月 10 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 
 

１．本協会に届出又は報告するためのシステムの利用環境整備の義務化を図るための

一部改正について 

協会員が定款第 18 条（定款第 30 条及び第 33 条において準用する場合を含む。）の規

定に基づき本協会に届出又は報告する等のためのシステム（協会ＷＡＮ）については、

当該届出又は報告に個人情報や財務情報等の機微情報が含まれることに対するセキュ

リティ強化及び本協会が運営するシステム全体としての最適化（効率化）の観点から、

ＳＩ－Ｎｅｔ（セキュアな専用線ネットワーク）を通じて提供するシステムとして稼

働するよう、総務委員会において平成 23年６月 30日付で協会ＷＡＮリプレースに係

るシステム化計画が決議され、同年７月 29日付で具体的な調達が決議されている。 

今般、リプレース及びほぼ全協会員のＳＩ－Ｎｅｔ接続が完了し、本年７月 17日か

ら、協会ＷＡＮのＳＩ－Ｎｅｔによる提供を開始したことから、上記システム化計画

におけるセキュリティ強化及び最適化（効率化）効果を今後とも維持することを目的

に、各協会員に当該システムの利用環境整備を求めることとし、「定款の施行に関する

規則」の一部改正を行うこととする。 

 

 

２．反社会的勢力の定義の変更に伴う一部改正について 

  本協会においては、平成 22年５月、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事

項を定め、会員の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の金融商品取引及び金

融商品市場からの排除を図り、資本市場の健全な発展及び投資者の保護に資すること

を目的として、「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を制定し、同年７月１日か

ら施行した。 

その際、反社会的勢力の定義について明確化を図るため、「定款の施行に関する規則」

の一部を改正し、「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」及び警察庁通達「組

織犯罪対策要綱」に基づき、反社会的勢力について、①暴力団、②暴力団員、③暴力

団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標ぼうゴロ、⑦特殊知能

暴力集団等、⑧これらに準ずる者とするとともに、それぞれについて細かく定義した

ところである。 

  今般、警察庁通達「組織犯罪対策要綱」が改正され、上記③の暴力団準構成員等の

定義が変更となったことに伴い、「定款の施行に関する規則」の一部改正を行うことと
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する。 

 

 

Ⅱ．改正の骨子 
 

１．本協会に届出又は報告するためのシステムの利用環境整備の義務化を図るための

一部改正について 

協会員は、本協会に届出又は報告するためのシステムの利用環境を整備しなければ

ならないこととする。                （第７条第２項新設） 

 

２．反社会的勢力の定義の変更に伴う一部改正について 

（１）「暴力団準構成員」の定義について変更する。   （第 15条第３号一部改正） 

（２）「暴力団関係企業」の定義について変更する。   （第 15条第４号一部改正） 

（３）「特殊知能暴力集団等」の定義について変更する。 （第 15条第７号一部改正） 

 

３．その他所要の整備を図る。 

 

 

Ⅲ．施行の時期 
 

 この改正は、平成 25年 1月 1日から施行する。 

 

 

 

以  上 
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「定款の施行に関する規則」の一部改正について 

平成 24 年 10 月 10 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

（本協会への承認申請、届出、報告等） （本協会への承認申請、届出、報告等） 

第 ７ 条 協会員は、本協会に対し定款その他

の規則の規定に基づき承認申請、届出、報

告、資料の提出等を行うときは、原則とし

て、定款第２条に規定する本協会の主たる事

務所へ行うものとする。 

第 ７ 条 協会員は、本協会に対し定款その他

の規則の規定に基づき承認申請、届出、報

告、資料の提出等を行うときは、原則とし

て、定款第２条に規定する本協会の主たる事

務所へ行うものとする。 

２ 協会員は、定款第18条（定款第30条及び第

33条において準用する場合を含む。）の規定に

基づき本協会に届出又は報告するためのシス

テムの利用環境をＳＩ－Ｎｅｔ（本協会が運

営する専用線ネットワークをいう。）に接続す

ることにより整備しなければならない。ただ

し、本協会への加入直後又は事務所の移転等

やむを得ない事情により一時的に利用環境を

整備できない場合は、当該システムの利用環

境を整備するため相当と認められる期間が経

過するまでに、これを整備すれば足りる。 

（ 新   設 ） 

  

（処分以外の事由による会員権等の制限） 

第 10 条 の ３ 定款第 12 条第３項の定めによ

り制限される権利とは、前条第１項第１号か

ら第６号（定款第７条第９号に掲げる外務員

の登録に関する事務に用いるシステム及び定

款第 18 条に基づき本協会に届出又は報告する

ためのシステムを利用する権利を除く。以下

この条において同じ。）までに掲げる権利をい

う。 

２  

～      （ 現行どおり ） 

３  

（処分以外の事由による会員権等の制限） 

第 10 条 の ３ 定款第 12 条第３項の定めによ

り制限される権利とは、前条第１項第１号か

ら第６号（定款第７条第９号に掲げる外務員

の登録に関する事務に用いるシステム及び定

款第 18 条に基づき本協会に届出若しくは報告

するためのシステムを利用する権利を除く。

以下この条において同じ。）までに掲げる権利

をいう。 

２  

～      （ 省  略 ） 

３ 
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新 旧 

（反社会的勢力） 

第 15 条 定款第 28 条第１項第 12 号に規定す

る反社会的勢力とは、次の各号に掲げる者を

いう。 

１     （ 現行どおり ） 

２     （ 現行どおり ） 

３ 暴力団準構成員（暴力団又は暴力団員の一

定の統制の下にあって、暴力団の威力を背

景に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律第２条第１

号に規定する暴力的不法行為等をいう。以

下この条において同じ。）を行うおそれがあ

る者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資

金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持

若しくは運営に協力する者のうち暴力団員

以外のものをいう。） 

 ４ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にそ

の経営に関与している企業、暴力団準構成

員若しくは元暴力団員が実質的に経営する

企業であって暴力団に資金提供を行うなど

暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力

し、若しくは関与するもの又は業務の遂行

等において積極的に暴力団を利用し暴力団

の維持若しくは運営に協力している企業を

いう。） 

５     （ 現行どおり ） 

６     （ 現行どおり ） 

７ 特殊知能暴力集団等（第１号から第６号ま

でに掲げる者以外のものであって、暴力団と

の関係を背景に、その威力を用い、又は暴力

団と資金的なつながりを有し、構造的な不正

の中核となっている集団又は個人をいう。） 

８     （ 現行どおり ） 

 

（反社会的勢力） 

第 15 条 定款第 28 条第１項第 12 号に規定す

る反社会的勢力とは、次の各号に掲げる者を

いう。 

１     （ 省   略 ） 

２     （ 省   略 ） 

３ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と

関係を有する者であって、暴力団の威力を背

景に暴力的不法行為等（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第１号に

規定する暴力的不法行為等をいう。以下この

条において同じ。）を行うおそれがあるも

の、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資

金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若

しくは運営に協力し、若しくは関与するもの

をいう。） 

４ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にそ

の経営に関与している企業、準構成員若しく

は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金

提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に

積極的に協力し若しくは関与する企業又は業

務の遂行等において積極的に暴力団を利用し

暴力団の維持若しくは運営に協力している企

業をいう。） 

 

５     （ 省   略 ） 

６     （ 省   略 ） 

７ 特殊知能暴力集団等（第１号から第６号ま

でに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景

に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な

つながりを有し、構造的な不正の中核となっ

ている集団又は個人をいう。） 

８     （ 省   略 ） 
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新 旧 

 

付   則 

 

この改正は、平成 25 年 1 月 1日から施行す

る。 

 


